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用語の解説 

 

≪調査対象者に関する事項≫ 

○ 個人 

一般の個人をいう。 

 

○ 法人 

法律の規定によって法人格を認められ

ているもののうち、事業を経営しているも

のをいう（国・地方公共団体を除く）。 

 

○ 国・地方公共団体 

省庁（地方支分部局等を含む）、地方公共

団体（都道府県・市区町村）、のほか、国土

利用計画法施行令第14条で定める法人を

含む。 

 

○ 年齢 

売買した時点の満年齢のことをいう。 

 

○ 職業 

売買した時点の個人の職業のことをい

う。職業が複数ある場合には、調査実施年

前年１年間（１月１日から12月 31日まで。

以下同じ）の総収入額又は総販売額の最も

多いものをいう。 

 

○ 収入 

調査実施年前年１年間のボーナスなど

の臨時収入や配当金、年金なども含めた個

人の収入をいう。なお、個人事業主の場合

は売上高ではなく営業利益をいう。 

 

○ 業種 

原則として、日本標準産業分類（平成25

年10月総務省告示第405号）の大分類項目

（一部については中分類項目）を用いて分

類した。対照表は別表のとおりである。 

業種の格付けは、支所・支社・支店を含

めた法人全体の主な業種により、会社の定

款等に記載されているものとは限らず法

人が実際に行っている事業とする。 

なお、２種類以上の事業が行われている

場合は、過去１年間の総収入額又は総販売

額のうち最も多いものを主な業種とする。 

 

○ 会社 

株式会社（有限会社含む）、合名会社・合

資会社、合同会社及び相互会社をいう。 

  

○ 資本金、出資金又は基金の額 

株式会社（有限会社含む）については資

本金の額を、合名会社及び合資会社につい

ては出資金の額を、相互会社については基

金の額をいう。統計表では、「資本金額」と

して表章している。 

  

○ 常用雇用者数 

法人に常時雇用されている者をいう。期

間を定めずに雇用されている者又は１か

月以上の期間を定めて雇用されている者

をいう。見習いや試用期間中の社員も含ま

れる。 

ただし、次のような場合は常用雇用者数

に含まない。 

 

・外国にある支所・支社・支店などの従

業者 

・法人に人材派遣会社から派遣されてい

る者 

・その法人が基本となる給与を支払って

いない出向者 
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○ 本所・本社・本店の所在地（法人所在地） 

同一経営のすべての事業所を統括して

いる事業所の所在地（都道府県単位）をい

う。商業登記簿上と実際の本社機能を有し

ている事業所の所在地が異なっている場

合は、本社機能を有している事業所の所在

地となる。統計表では、「本社所在地」とし

て表章している。 

  

○ 支所・支社・支店 

他の場所にある本所・本社・本店または同

一経営の他の支所などの統括を受けて、法

人の雇用している従業員が常駐している事

業所をいう。支所・支社・支店といわれてい

るもののほか、例えば、営業所、出張所、従

業者のいる倉庫・寮なども含まれる。統計表

では、「支所」として表章している。 

ただし、以下の場合は支所・支社・支店

に含まれない。 

・外国にある支所・支社・支店など  

・百貨店やスーパーマーケットの中にある

出店のうち、売り上げをその出店が自ら

管理しないもの（テナントでないもの） 

・従業者の常駐していない事務所・詰所など 

・建設現場や現場仮事務所など 

≪土地に関する事項≫ 

○ 棚卸資産 

他者への販売を目的として所有してい

る土地をいい、例えば、不動産業における

商品としての土地や、投資用の土地・マン

ションの敷地などが含まれる。法人の税務

上、会計上の扱いが「棚卸資産」になって

いるかどうかは問わない。 

 

○ 事業用資産 

棚卸資産以外の土地で、法人の事業のた

めに必要な自社用、事業所用、工場用土地

のほか、社宅用、福利厚生施設用などの土

地をいう。 

 

○ 所有土地 

調査実施年の１月１日現在、法人名義で

所有する土地をいい、共有の場合を含む。 

また、最近取得した土地で、登記が済ん

でいない場合や分割払いなどで支払いが

完了していない場合及び信託により所有

権を他者に移転していても受益権を移転

していない土地を含む。 

法人名義であっても借地権の場合や関

連会社名義で所有する土地は含まない。 

 

○ 土地所有面積 

登記簿上の面積を原則とするが、現況の

面積と一致しない場合は、現況の面積を優

先する。 

他者と土地を共有している場合には、法

人の持分に相当する面積とする。 

 

○ 未利用地（所有土地） 

調査対象者が未利用地と判断したもの

であり、具体的には次のとおり。 

事業用資産においては、空き地など事業

として使用していない土地、又は現況が本

来の目的に使用していない土地をいう。 

棚卸資産においては、現況が本来の目的

になっていない土地をいう。 

ただし、既に建設工事や法令等に関する

各種手続きを行っている場合、農地（耕作

放棄地）、林地（伐採跡地）は含まれない。 

 

（例） 

・建設用地として取得したが、すぐに建設

する必要がないので、とりあえず駐車場

や資材置き場として利用している場合 
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・建売住宅を建設し売却するために土地を

購入したが、いまだに建設に取りかかっ

ていない場合 

・宅地造成を行い分譲する予定の土地が宅

地造成未着工となっている場合 

 

○ 売買土地 

調査実施年前年の１年間において、個人

または法人が行った売買による所有権移

転登記がなされた土地をいう。 

 

○ 土地取引件数 

売買による所有権移転登記の件数をいう。 

 

○ 土地取引面積 

売買による所有権移転登記上の面積を

いう。他者と土地を共有している場合には、

持分に相当する面積とする。 

 

○ 土地取引金額 

土地取引面積に都道府県地価調査等より

作成した都道府県・地目・都市計画区域別

の平均価格を乗じたものをいう。 

 

○ 未利用地（売買土地） 

調査対象者が、売買時点の土地の状況を

「空き地」であったと判断したものをいう。 

 

○ 地目 

〈田畑〉 

登記地目が「田」、「畑」であるものをいう。 

 

〈山林〉 

登記地目が「山林」であるものをいう。 

 

〈宅地など〉 

登記地目が「田」、「畑」、「山林」以外の

ものをいう。 

 

○ 区域区分 

〈市街化区域〉 

都市計画法第７条第２項に定めるすで

に市街地を形成している区域及びおおむ

ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化

を図るべき区域 

 

〈市街化調整区域〉 

都市計画法第７条第３項に定める市街

化を抑制すべき区域 

 

〈非線引都市計画区域〉 

区域区分（市街化区域と市街化調整区域

の区分）を行っていない都市計画区域 

 

〈都市計画区域外〉 

都市計画区域に含まれない区域 

 

○ 面積（土地の売買状況） 

法人が購入・売却した土地の面積をいう。 

 

○ 帳簿価格（土地の売買状況） 

法人が購入・売却した土地の帳簿上の価

格をいう。 

 

○ 区画数（土地の売買状況） 

法人が購入・売却した宅地などの利用の

単位をいう。 

１区画の土地は、必ずしも一筆の土地か

らなるとは限らず二筆以上の土地からな

る場合もある。また、一筆の土地が２区画

以上の土地として利用されている場合も

ある。 

 

○ 信託受益権 

信託とは、所有者が所有する資産を信託

銀行などに移転し、その信託銀行などがそ



4 

の資産を所有者の設定した目的に従って

管理・処分することをいい、信託受益権と

はその管理・処分した際に得られる利益を

受け取る権利のことをいう。本調査では、

信託されている土地については、その土地

の信託受益権を有している主体の所有土

地とする。 

 

○ 圏域区分 

【三大都市圏】 

〈東京圏〉 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

 

〈名古屋圏〉 

愛知県、三重県 

 

〈大阪圏〉 

京都府、大阪府、兵庫県 

 

【地方圏】 

三大都市圏以外の道県 

 

○ 地域区分 

〈北海道〉 

北海道 

 

〈東北〉 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 

山形県、福島県 

 

〈関東〉 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 

千葉県、東京都、神奈川県 

 

〈北陸〉 

新潟県、富山県、石川県、福井県 

 

〈中部〉 

山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 

愛知県、三重県 

 

〈近畿〉 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 

奈良県、和歌山県 

 

〈中国〉 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 

山口県 

 

〈四国〉 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

 

〈九州・沖縄〉 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 

大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 



 

 

【 別表 土地保有・動態調査業種分類と日本標準産業分類対照表 】 

 

 

土地保有・動態調査 日 本 標 準 産 業 分 類（第 13 回改定） 

業 種 48 区 分 大 分 類 中 分 類 

１ 農業 Ａ 農業，林業 １ 農業 

２ 林業 
  

２ 林業 

３ 漁業 Ｂ 漁業 ３ 漁業（水産養殖業を除く） 

４ 水産養殖業 

４ 鉱業、採石業、砂利採取業 Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 ５ 鉱業，採石業，砂利採取業 

５ 総合工事業 Ｄ 建設業 ６ 総合工事業 

６ その他の建設業 
  

７ 職別工事業(設備工事業を除く) 

８ 設備工事業 

７ 食料品製造業 Ｅ 製造業 ９ 食料品製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 

８ 繊維工業 
  

11 繊維工業 

９ 木材・木製品製造業（家具を除く） 12 木材・木製品製造業（家具を除く） 

10 パルプ・紙・紙加工品製造業 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 

11 印刷・同関連業 15 印刷・同関連業 

12 化学工業 16 化学工業 

13 石油製品・石炭製品製造業 17 石油製品・石炭製品製造業 

14 窯業・土石製品製造業 21 窯業・土石製品製造業 

15 鉄鋼業 22 鉄鋼業 

16 非鉄金属製造業 23 非鉄金属製造業 

17 金属製品製造業 24 金属製品製造業 

18 はん用・生産用・業務用機械器具

製造業 

25 はん用機械器具製造業 

26 生産用機械器具製造業 

27 業務用機械器具製造業 

19 電気機械器具製造業 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

29 電気機械器具製造業 

30 情報通信機械器具製造業 

20 輸送用機械器具製造業 31 輸送用機械器具製造業 

21 その他の製造業 13 家具・装備品製造業 

18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 

19 ゴム製品製造業 

20 なめし革・同製品・毛皮製造業 

32 その他の製造業 

22 電気業 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 33 電気業 

23 ガス業、熱供給業、水道業 
  

34 ガス業 

35 熱供給業 

36 水道業 

24 通信業、情報サービス業、インタ

ーネット附随サービス業 

Ｇ 情報通信業 37 通信業 

39 情報サービス業 

40 インターネット附随サービス業 

25 放送業、映像・音声・文字情報制

作業 

  
38 放送業 

41 映像・音声・文字情報制作業 

26 鉄道業 Ｈ 運輸業，郵便業 42 鉄道業 

27 道路旅客運送業、道路貨物運送業 
  

43 道路旅客運送業 

44 道路貨物運送業 

28 その他の運輸業、郵便業 
  

45 水運業 

46 航空運輸業 

47 倉庫業 

48 運輸に附帯するサービス業 

49 郵便業（信書便事業を含む） 



 

 

 

 

土地保有・動態調査 日 本 標 準 産 業 分 類（第 13 回改定） 

業 種 48 区 分 大 分 類 中 分 類 

29 卸売業 Ｉ 卸売業，小売業 50 各種商品卸売業 

51 繊維・衣服等卸売業 

52 飲食料品卸売業 

53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 

54 機械器具卸売業 

55 その他の卸売業 

30 小売業 
  

56 各種商品小売業 

57 織物・衣服・身の回り品小売業 

58 飲食料品小売業 

59 機械器具小売業 

60 その他の小売業 

61 無店舗小売業 

31 金融業 Ｊ 金融業，保険業 62 銀行業 

63 協同組織金融業 

64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用

機関 

65 金融商品取引業，商品先物取引業 

66 補助的金融業等 

32 保険業 
  

67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業

を含む） 

33 不動産業 Ｋ 不動産業，物品賃貸業 68 不動産取引業 

69 不動産賃貸業・管理業 

34 物品賃貸業 
  

70 物品賃貸業 

35 学術研究、専門・技術サービス業 Ｌ 学術研究，専門・技術サービ

ス業 

71 学術・開発研究機関 

72 専門サービス業（他に分類されないもの） 

73 広告業 

74 技術サービス業（他に分類されないもの） 

36 宿泊業 Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 75 宿泊業 

37 飲食サービス業 
  

76 飲食店 

77 持ち帰り・配達飲食サービス業 

38 生活関連サービス業 Ｎ 生活関連サービス業，娯楽

業 

78 洗濯・理容・美容・浴場業 

79 その他の生活関連サービス業 

39 娯楽業 
  

80 娯楽業 

40 教育、学習支援業 Ｏ 教育，学習支援業 81 学校教育 

82 その他の教育，学習支援業 

41 医療業、保健衛生 Ｐ 医療，福祉 83 医療業 

84 保健衛生 

42 社会保険・社会福祉・介護事業 
  

85 社会保険・社会福祉・介護事業 

43 複合サービス事業 Ｑ 複合サービス事業 86 郵便局 

87 協同組合（他に分類されないもの） 

44 廃棄物処理業 Ｒ サービス業 88 廃棄物処理業 

45 自動車整備業、機械等修理業 
 

（他に分類されないもの） 89 自動車整備業 

90 機械等修理業（別掲を除く） 

46 その他の事業サービス業 
  

91 職業紹介・労働者派遣業 

92 その他の事業サービス業 

47 宗教 
  

94 宗教 

48 その他のサービス業 
  

93 政治・経済・文化団体 

95 その他のサービス業 


